
事 務 連 絡 

平成 31 年３月 27 日 

 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

 後期高齢者医療主管課（部） 

 

厚生労働省保険局医療課 

厚生労働省老健局老人保健課 

 

 

平成 30 年北海道胆振東部地震による被災に伴う 

保険診療の特例措置の期間延長等について 

 

平成 30 年北海道胆振東部地震による被災に伴う保険診療の特例措置（別添参照）

については、「平成 30 年７月豪雨及び平成 30 年北海道胆振東部地震による被災に伴

う保険診療関係等の特例措置の期間について」（平成 30 年 10 月 31 日厚生労働省保険

局医療課・老健局老人保健課事務連絡）において、平成 31 年３月 31 日までの取扱い

とすることを示していたところである。今般、当該特例措置については終了とするこ

ととしたため、貴管下の関係団体、保険医療機関及び保険薬局に周知徹底を図るよう

よろしくお願いしたい。 

 

なお、「平成 30 年７月豪雨及び平成 30 年北海道胆振東部地震による被災に伴う保

険診療関係等の特例措置の期間について」（平成 30 年 10 月 31 日厚生労働省保険局医

療課・老健局老人保健課事務連絡）は平成 31 年３月 31 日限り廃止する。 
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